
令和３年度 

島根県放課後児童支援員認定資格研修会 

開 催 要 項 

島 根 県



- 1 - 

令和３年度  島根県放課後児童支援員認定資格研修 開催要項 

１．目 的 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令第 63号。以下「基

準」という。）第 10条第３項の規定に基づき、同項各号に該当する者が放課後児童支援員として必要

な知識及び技能を補完し、新たに策定した基準及び放課後児童クラブ運営指針（平成 27年 3月 31 日

雇児発 0331 第 34 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知）に基づく放課後児童支援員としての役割

及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習

得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施するもの。 

２．主 催 島根県（委託先：特定非営利活動法人 日本放課後児童指導員協会） 

３．カリキュラム内容 16 科目 計 24 時間 

１．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の理解 【４．５時間】 

１－① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 

１－② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 

１－③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ 

２．子どもを理解するための基礎知識 【６時間】 

２－④ 子どもの発達理解 

２－⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達 

２－⑥ 障害のある子どもの理解 

２－⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解 

３．放課後児童クラブにおける子どもの育成支援 【４．５時間】 

３－⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援 

３－⑨ 子どもの遊びの理解と支援 

３－⑩ 障害のある子どもの育成支援 

４．放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力 【３時間】 

４－⑪ 保護者との連携・協力と相談支援 

４－⑫ 学校・地域との連携 

５．放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 【３時間】 

５－⑬ 子どもの生活面における対応 

５－⑭ 安全対策・緊急時対応 

６．放課後児童支援員として求められる役割・機能 【３時間】 

６－⑮ 放課後児童支援員の仕事内容 

６－⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守 
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４．実施日程・会場 

同一日２会場で行う研修は、全日程スクリーンを見ながら受講する遠隔での講義になります。講師は

会場におりません。 

①前半会場（６月～11月上旬） 

＜雲南・隠岐会場＞遠隔 定員：雲南 24名、隠岐 30名 

雲南会場：三刀屋交流センター２階農事研修室 （雲南市三刀屋町三刀屋 144 番地１）※無料駐車場有 

隠岐会場：隠岐島文化会館２階集会室 （隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二 ２番地）※無料駐車場有 

６/５（土） ６/19（土） ７/３（土） ７/18（日） 

09:15～09:30 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ    

09:30～11:00 １－① ２－⑤ ３－⑧ ４－⑪ 

11:10～12:40 １－② ２－⑦ ３－⑨ ４－⑫ 

13:30～15:00 １－③ ２－⑥ ５－⑬ ６－⑮ 

15:10～16:40 ２－④ ３－⑩ ５－⑭ ６－⑯ 

16:40～16:50    ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

＜松江・出雲平日会場＞遠隔 定員：松江 90 名、出雲 75 名 

松江会場：島根県民会館３階大会議室 （松江市殿町 158） ※無料駐車場有 

出雲会場：出雲市民会館３階 301 会議室 （出雲市塩冶有原町 2-15） ※無料駐車場有 

６/21 

（月） 

６/29 

（火） 

７/５ 

（月） 

９/３ 

（金） 

９/24 

（金） 

10/19 

（火） 

10/26 

（火） 

11/１ 

（月） 

09:15～

09:30 
ガイダンス

09:30～

11:00 
１－① １－③ ２－⑤ ２－⑥ ３－⑧ ５－⑬ ４－⑪ ６－⑮ 

11:10～

12:40 
１－② ２－④ ２－⑦ ３－⑩ ３－⑨ ５－⑭ ４－⑫ ６－⑯ 

12:40～

12:50 
ガイダンス

②後半会場（９月～12月中旬） 

＜松江会場＞ 定員：75名 

くにびきメッセ５階 501 大会議室 （松江市学園南 1-2-1）※無料駐車場有 

９/11(土) ９/20(月・祝) 10/30(土) 11/13（土） 

09:15～09:30 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

09:30～11:00 １－① ２－⑤ ３－⑧ ４－⑪ 

11:10～12:40 １－② ２－⑦ ３－⑨ ４－⑫ 

13:30～15:00 １－③ ２－⑥ ５－⑬ ６－⑮ 

15:10～16:40 ２－④ ３－⑩ ５－⑭ ６－⑯ 

16:40～16:50    ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 
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＜出雲会場＞ 定員：75名 

出雲市民会館３階 301 会議室 （出雲市塩冶有原町 2-15）※無料駐車場有 

９/４（土） 10/３（日） 10/24（日） 11/23(火・祝)

09:15～09:30 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ    

09:30～11:00 １－① ２－⑤ ３－⑧ ４－⑪ 

11:10～12:40 １－② ２－⑦ ３－⑨ ４－⑫ 

13:30～15:00 １－③ ２－⑥ ５－⑬ ６－⑮ 

15:10～16:40 ２－④ ３－⑩ ５－⑭ ６－⑯ 

16:40～16:50    ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

＜大田会場＞ 定員：45名 

男女共同参画センターあすてらす３階研修室１．２ （大田市大田町大田イ 236-4）※無料駐車場有 

９/５（日） ９/12（日） 10/10（日） 10/31（日） 

09:15～09:30 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

09:30～11:00 １－① ２－⑤ ３－⑧ ４－⑪ 

11:10～12:40 １－② ２－⑦ ３－⑨ ４－⑫ 

13:30～15:00 １－③ ２－⑥ ５－⑬ ６－⑮ 

15:10～16:40 ２－④ ３－⑩ ５－⑭ ６－⑯ 

16:40～16:50    ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

＜浜田・益田会場＞遠隔 定員：浜田 45名、益田 32名  

浜田会場：島根県庁 浜田合同庁舎２階大会議室 （浜田市片庭町 254）※無料駐車場有 

益田会場：ジュンテンドー研修センター第２研修室 （益田市遠田町 2179-1）※無料駐車場有 

11/14（日） 11/28（日） 12/４（土） 12/18（土） 

09:15～09:30 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

09:30～11:00 １－① ２－⑤ ３－⑧ ４－⑪ 

11:10～12:40 １－② ２－⑦ ３－⑨ ４－⑫ 

13:30～15:00 １－③ ２－⑥ ５－⑬ ６－⑮ 

15:10～16:40 ２－④ ３－⑩ ５－⑭ ６－⑯ 

16:40～16:50    ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 



- 4 - 

５．応募できる方 以下の（１）（２）のいずれにも該当する方です。 

（１） 基準第 10条第３項各号のいずれかに該当する者 

（２）県内の放課後児童健全育成事業所において利用者の支援に従事する職員ま
※
たは従事する意思があ

る者（※令和４年４月１日までに従事することが決定している者を含む） 

（注）「県内の放課後児童健全育成事業所」は、児童福祉法第３４条の８の規定に基づき、市町村が行う又は市町村長に届け

出て行う放課後児童健全育成事業の事業所に限ります。 

６．研修科目の一部免除 

厚生労働省「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドライン」３．（６）「科目の一部免

除」ア～ウに該当する方（保育士、社会福祉士、教諭の各有資格者）は、希望により各号に定める科目

を免除します。なお、科目の一部免除を受けようとする場合は、受講申込書に記載の上、当該資格を有

することを証する書類を必ず提出してください。

ア 保育士「２－④ 」「２－⑤ 」「２－⑥ 」「２－⑦ 」計４科目免除対象 

イ 社会福祉士「２－⑥」「２－⑦ 」計２科目免除対象 

ウ 教員「２－④ 」「２－⑤ 」計２科目免除対象 

【基準第 10 条第３項抜粋】 

１ 保育士の資格を有する者 

２ 社会福祉士の資格を有する者 

３ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の規定による高等学校（旧中等学校令（昭和 18年勅令第 36 号）による中

等学校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第 90 条第２項の規定により大学への入学を認められ

た者若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学

校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（第９号におい

て「高等学校卒業者等」という。）であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの 

４ 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）第４条に規定する免許状を有する者 

５ 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第 388 号）による大学を含む。）において、社会福祉学、

心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。） 

６ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修す

る学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第 102 条第２項の規定

により大学院への入学が認められた者 

７ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻

する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

８ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれら

に相当する課程を修めて卒業した者 

９ 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町

村長が適当と認めたもの 

10 ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの 
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７．必要経費 

 テキスト代 ２，３００円 各会場１日目に現金と引き換えでお渡しします。 

 なお、受講料は無料です。 ※テキストは、日本放課後児童指導員協会が作成するものです。一部科目修了者の

方は、昨年度のテキストが使用可能です。 

８．受講申込方法 

（１）申し込み先 

  ・現に放課後児童クラブに従事している方 → 勤務先市町村の担当課に郵送または持参 

  ・現に放課後児童クラブに従事していない方（従事する意思のある方） 

    → 日本放課後児童指導員協会に郵送または持参 

（２）受講申込締切日  

・前半会場（雲南・隠岐）を希望とする場合 → 令和３年５月１８日（火）必着  

 前半会場（松江・出雲平日）を希望とする場合 → 令和３年６月１日（火）必着  

  ・後半会場を希望とする場合 → 令和３年８月１７日（火）必着 

（３）受講申込に必要な書類等 

※②基準第１０条第３項各号に該当することを証明する書類の一覧 

各号 内容 提出書類 

第１号 保育士の資格を有する者 以下の書類のうち、いずれかひとつ 

 ・保育士証の写し 

 ・保育士（保母）資格証明書の写し 

 ・保育士試験合格通知書の写し 

 ・指定保育士養成施設卒業証明書の写し 

 ・保育士養成課程修了証明書の写し 

第２号 社会福祉士の資格を有する者 以下の書類のうち、いずれかひとつ 

 ・社会福祉士試験合格通知書の写し 

 ・社会福祉士登録証の写し 

① 
受 講 申 込 書 

（様式１） 

所定の受講申込書に必要事項を記入してください（コ

ピー使用可） 

縦３cm×横２.４cm無帽正面で申込３ヶ月以内に撮影

した写真（プリントシール機不可。裏面に氏名を記入）

を受講者カードに貼ってください 

②
※ 基準第１０条第３項各号に該当す

ることを証明する書類の写し 
※②を参照し、必要な書類を提出ください 

③ 
放課後児童支援員認定資格研修一

部科目修了証（写し） 

該当者のみ 

③を提出の場合、②の提出は不要です。 
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第３号 高卒以上で２年以上かつ 1,000

時間以上児童福祉事業に従事

したもの 

以下の書類の両方 

 （１）卒業証書の写し または 卒業証明書の写し

 （２）実務経験証明書（様式２-1） 

第４号 教育職員免許法（昭和 24 年法

律第 147 号）第４条に規定する

免許状を有する者 

以下の書類のうち、いずれかひとつ 

 ・教育職員免許状の写し 

 ・教育職員免許状授与証明書の写し 

第５号 大学にて社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学、体育

学の課程修了卒業者 

以下の書類のうち、いずれかひとつ 

 ・卒業証書の写し 

 ・卒業証明書の写し 

※履修科目を確認できる書類を提出していただく 

  場合があります。 

第６号 大学にて社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学、体育

学の課程単位を修得し、学校教

育法第102条第２項の規定によ

り大学院入学が認められた者 

以下の書類のうち、いずれかひとつ 

 ・学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院

  への入学が認められたことを証する書類の写し

※履修科目を確認できる書類を提出していただく 

   場合があります。 

第７号 大学院にて社会福祉学、心理

学、教育学、社会学、芸術学、

体育学の課程修了卒業者 

以下の書類のうち、いずれかひとつ 

 ・卒業証書の写し 

 ・卒業証明書の写し 

※履修科目を確認できる書類を提出していただく 

   場合があります。 

第８号 外国の大学にて社会福祉学、心

理学、教育学、社会学、芸術学、

体育学の課程修了卒業者 

以下の書類のうち、いずれかひとつ 

 ・卒業証書の写し 

 ・卒業証明書の写し 

※履修科目を確認できる書類を提出していただく 

   場合があります。 

※日本語以外の書類の場合は日本語訳を併せて 

  提出すること。 

第９号 高卒以上で２年以上かつ 1,000

時間以上放課後児童健全育成

事業に類似した事業に従事し、

市町村長が認めたもの 

以下の書類の両方 

 （１）卒業証書の写し または 卒業証明書の写し

 （２）実務経験証明書（様式２-１） 

第 10 号 ５年以上放課後児童健全育成

事業に従事した者であって、市

町村長が適当と認めたもの 

実務経験証明書（様式２-２） 

その他 前年度に一部科目修了証の交

付を受けている場合 

・一部科目修了証の写し 

※島根県知事の交付した一部科目修了証である場合

 は、その他の添付書類は不要。 
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９．受講申込受理通知書の送付 

  受講申込が受理された方には、以下の書類を開講前１週間前後に本人宛に発送します。到着しな

い場合は、日本放課後児童指導員協会にお問い合わせください。 

＜受講申込が受理された方へ送付する書類＞ 

＊受講申込受理通知書 ＊日程表 ＊会場案内 

10．その他 

（１）新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、一定の間隔を空けた座席配置とするなど、感染症

予防対策を徹底したうえで開催します。 

なお、今後の感染拡大状況によっては、研修を延期又は中止する場合があります。 

（２）申込書類の記載内容に虚偽があった場合、たとえ資格取得後であっても資格を取り消されるこ

とがあります。 

（３）申込書類に記載いただいた情報は、放課後児童支援員認定資格研修に関することに使用するほ

か、厚生労働省への資格認定者情報の報告及び都道府県間の相互利用・提供のために使用します。 

（４）警報級の暴風・暴風雪・大雪などが予想される場合は、前日夕方５時に実施の有無を判断いた

します。尚、中止等の連絡は、実施先となる日本放課後児童指導員協会のホームページに掲載しま

すので、各自ご確認ください。 http://www.ja-acc.jp  ←「日本放課後」で検索ください。 

11．修了後について 

24 時間の全課程を修了した方に、「放課後児童支援員認定資格研修修了証」を本人宛にお送りし

ます。なお、病気等のやむを得ない理由による欠席で全課程修了していない方には、一部科目修了

証をお送りします（１年間有効。全課程を修了次第、「放課後児童支援員認定資格研修修了証」を交

付します）。 

12．その他 

・初日に必要な持ち物・会場の詳細案内は、受講申込受理通知書と一緒に郵送いたします。 

・受講中の留意事項（欠席の場合・レポート）の詳細は、初回ガイダンスでお伝えいたします。 

＜問い合わせ先＞ ※お問い合わせいただく前に、この要項を熟読してください。 

（資格制度に関すること） 

島根県 健康福祉部 子ども・子育て支援課（担当：田中） 

〒690-8501 松江市殿町１番地    TEL：0852-22-5795 FAX：0852-22-6124 

（研修に関すること） 

(特非) 日本放課後児童指導員協会（開局時間：月～金 10 時～18 時）

〒700-0818 岡山県岡山市北区蕃山町 4番 5号 岡山繊維会館 4階

TEL（086）224－4101 FAX(086) 206-4222  E-mail info@ja-acc.jp 

（受講申込書の提出に関すること）各市町村担当課へとお問い合わせください。  
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島根県放課後児童支援員認定資格研修受講申込に係るＱ＆Ａ 

ＮＯ． 質問 回答 

1 直接、県に申込みすることができますか。 県へ直接申込むことはできません。 

現に放課後児童クラブに従事している方は、

勤務市町村の担当課に郵送または持参して

ください。 

また、現に放課後児童クラブに従事していな

い方（従事する意思のある方）は、日本放課

後児童指導員協会に郵送または持参してく

ださい。 

2 住民票が県外にあり、勤務地が島根県の場合

でも受講できますか。 

この研修については勤務地の属する都道府

県で受講することとなっています。また、現

在放課後児童クラブに勤務しておらず、今後

の就職を考えている方は、住民登録のある都

道府県で受講してください。 

3 職場（放課後児童健全育成事業所）が取りま

とめの上、まとめて申請書を提出することは

できますか。 

可能です。ただし、受講決定（不決定）通知

や修了証は、必ず本人の自宅へと郵送します

ので、申込者の自宅住所欄に勤務先の所在地

は記載しないようにお願いします。 

4 日程の都合上、全ての科目を受講することは

難しいため、今年度に一部の科目を受講し、

来年度に残りの科目を受講することはでき

ますか。 

可能です。また、一部科目を他の会場へ振り

替えて受講することも可能です。希望される

場合は、別途振替希望届出書(様式３）をご提

出ください。 

5 放課後児童クラブで２年間従事した場合は、

第３号で申込みをすることになりますか。そ

れとも第９号で申込みをすることになりま

すか。 

第３号でお申込みください。 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラ

ブ）は児童福祉法の規定する児童福祉事業に

該当します。 

6 第９号の場合、実務経験証明書（様式２-1）

は、事業所の証明が必要ですか。市町村長の

証明だけで十分ですか。 

第９号の場合、いずれも必要です。まず事業

所において勤務時間等について証明を行っ

たものを各市町村担当課が受領し、従事した

事業が“遊びを通じて児童と継続的な関わり

を持った経験があると判断できる事業”とし

て適切かどうか、概算勤務時間は適当かどう

かを勘案し、第９号に該当すると判断できる

場合、市町村長が証明を行い、申込みの添付

資料としてください。 

7 複数の受講資格（第１～10 号）に該当する場

合、申込みを行う際の各号に優先順位はあり

ますか。 

免除科目の有無以外に受講資格による研修

の内容に差異はありません。 

免除規定のある資格要件（第１号、第２号、

第４号）に該当している場合は優先して、申

込みを行ってください。その他については、

申込者が各号のどの資格要件で申し込むか

は添付書類の準備が容易等の理由により、各

自で判断していただいて差し支えありませ

ん。 
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8 受講資格を証する書類に記載されている氏

名が変わっている場合、氏名の変更は必要で

すか。また、第５～８号要件について、履修

科目はどうやって確認しますか。 

氏名が変更となったことが確認のできる書

類（戸籍謄（抄）本）を併せてご提出をお願

いいたします。ただし、受講資格を証する書

類に生年月日が記載されており、申込書中の

生年月日と一致しており、姓のみが変更して

いる場合は、戸籍謄（抄）本を省略すること

もできることとします。 

また、第５～８号の要件については、卒業証

書や卒業証明書では、資格要件を判断できな

い場合、別途履修科目を確認できる書類を提

出していただきます。 

9 止むを得ない事情により、急遽受講できなく

なった場合でも資格取得はできませんか。 

止むを得ない事情として、以下に該当する場

合は、翌年度末まで有効な一部科目修了証を

交付し、受講できなかった科目について、翌

年度に受講することも可能とします。 

【一部科目修了証交付要件】 

・受講困難、他の受講者に感染の恐れのある

病気を患った場合 

・自然災害等により公共交通機関が停止し、

研修に参加することが不可能と判断できる

場合 

・親族の葬儀 

・県外転出 

10 免除科目は資格者であれば自動的に免除と

なりますか。 

提出書類により該当の資格を有することが

確認できれば自動的に免除となります。 

11 基準の各号に該当していることを証明でき

るものが無い場合でも、研修を受講できます

か。 

原則受講できません。特別な事情があれば市

町村を通じて県にお問い合わせください。 

12 基準第 10 条第３項第３号及び第９号の資格

要件である、２年以上の従事経験及び総勤務

時間 1,000 時間以上の基準日はいつですか。

申込みの際に必要な実務経験書の証明日時

点で可否を判断します。 

13 総勤務時間 1,000 時間以上とは、具体的に出

勤簿等で確認を行う必要があるのでしょう

か。 

この勤務時間については、週毎、月毎の勤務

時間などを考慮し、概算で計算したもので十

分であり、精確な数値と出勤簿等の提出まで

は求めません。 

14 基準第 10 条第３項第９号の資格要件とされ

ている放課後児童健全育成事業に類似する

事業とは具体的にどのような事業ですか。 

放課後児童健全育成事業に類似する事業に

ついては以下のものを想定しています。 

・放課後子ども教室 

・児童福祉法の規定によらない学童保育事業

・プレイパーク 

・その他遊びを通じて児童と継続的な関わり

を持った経験があると判断できる事業 

15 申込み後に住所や氏名が変更となった場合

は、届出が必要ですか。 

申込み後、修了証受け取りまでの期間に、住

所や氏名が変更となった場合は適宜、島根県

子ども・子育て支援課まで、申し出ください。

なお、修了証交付後に氏名が変更となった場

合は、修了証を再発行いたしますので、登録

情報変更届の提出が必要となります。 
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16 受講料は掛かりますか。また、受講料は受講

者の個人負担ですか。 

受講料は掛かりませんが、テキスト及び資料

代として、2,300 円を会場でお支払い下さい。

なお、テキスト及び資料代や会場までの交通

費や宿泊費用は、子ども・子育て支援交付金

（放課後児童健全育成事業）の対象経費とし

て実施主体（運営主体）が支出していただく

ことも可能です。 

17 申込みを行えば必ず希望会場で受講できま

すか。 

会場毎に定員があるため、申込みが多い場合

は、受講会場等を調整させていただく場合が

あります。 

18 本人確認ができない場合は受付できません

か。また、本人確認書類とは、顔写真付きで

無ければなりませんか。 

本人確認ができない場合は受付は行えませ

ん。 

本人確認書類については公的機関が発行し

たものとし、以下のものを想定しています。

【本人確認書類一覧】 

・運転免許証 

・個人番号カード 

・健康保険証 

・住民票の写し（発行から３ヶ月以内） 

・戸籍謄（抄）本（発行から３ヶ月以内） 

・パスポート 

19 欠席、遅刻、早退の場合は、どうしたら良い

か。 

連絡は不要です。早退については、事務局に

一言申し出ください。また、10 分以上の遅刻、

早退、退室はいかなる理由があっても、欠席

扱いとなりますのでご承知ください。 

20 会場や日程は来年度以降も同様の内容で実

施されますか。 

会場や日程については、各市町村の放課後児

童支援員認定資格研修受講予定者と受講済

み者の割合や、アンケート等により毎年度、

状況を判断し、県において決定します。 

21 勤務時間概算について、事務事業に従事して

いたり、開所時間と異なる時間に勤務してい

た時間は含めても良いですか。 

勤務として従事していた時間であれば、実際

に児童に関わっていない事務作業時間など

も含めていただくことも可能です。ただし、

専ら草刈や調理のみに従事するために雇用

した方など実質的に児童福祉事業に一切関

わっていない、遊びを通じて児童と継続的な

関わりを持った経験があると判断できる事

業に一切関わっていないなどの方は対象外

とします。 

22 大学の教職課程を卒業しているが、教育職員

免許状を申請していないだけの場合、第４号

での申込みはできますか。 

成績証明書及び卒業証書を申込書に添えて

提出を行ってください。それらの書類で教諭

となる資格があると判断できる場合、受講を

認めることとしますが、追加で資料の提出を

求める場合もあります。 

提出書類だけでは教諭となる資格があると

判断ができない場合、受講を認められない場

合もあります。 

23 大学での修了学科・課程が要件となっている

受講資格は記載してある学科・課程の全てを

修了していないと受講できないのでしょう

か。 

記載のある学科・課程のうちの、いずれか一

つの学科・課程を修了し、卒業等していれば、

受講可能です。 
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24 次年度以降に放課後児童健全育成事業に従

事しようとしている者も、基準の各号のいず

れかを満たしていなければ受講できません

か。 

基準の各号のいずれかに該当する場合でな

ければ、受講できません。 

25 卒業高校が廃校になり、卒業証明書の再発行

が困難などの事情がある場合、第３号及び第

９号の要件では、卒業を確認する資料はどの

ようなものを提出したら受講できますか。 

原則的には、卒業証書や卒業証明書などを添

付していただくこととしていますが、卒業を

証明できる書類の準備が困難又は時間を要

する場合、自身の学歴を申告する書面（別添

参考様式「申告書」）を提出してください。

県において審査の後、受講に問題が無いと判

断されれば受講を認めますが、学歴の申告内

容に虚偽が判明した場合、資格取得後であっ

ても資格取り消しを行う場合があります。 

26 前年度に一部科目修了証の交付を受けてい

るものが、今年度に申込を行う場合、基準第

10 条第３項の各号のいずれかに該当してい

ることを証する書類をもう一度添付しなけ

ればならないか。 

前年度に一部科目修了証の交付を受けてい

るものについては、既に前年度島根県で受講

資格を確認していることから、基準第 10 条

第３項の各号のいずれかに該当しているこ

とを証する書類の添付は不要とします。 

ただし、他都道府県において交付された一部

科目修了証である場合は、基準第 10 条第３

項の各号のいずれかに該当していることを

証する書類の添付を求めます。 

いずれの場合でも一部科目修了証の写しは

必ず申込書に添える必要があります。 

27 子育て支援員研修の「放課後児童コース」を

修了したものについて、免除科目があるか。

放課後児童支援員認定資格研修の受講に際

しては、子育て支援員研修の「放課後児童コ

ース」の修了した方であっても、基準第 10 条

第３項の各号いずれかに該当している必要

があります。 

また、子育て支援員研修の「放課後児童コー

ス」を修了したことによる科目の免除はござ

いません。 



（様式１）

島根県知事 様  

令和３年度 島根県放課後児童支援員認定資格研修受講申込書

            記入年月日：令和３年  月  日

※受講者カード欄には氏名のみ記入してください

※本申込書に記載された情報は、放課後児童支援員認定資格研修に関することに使用するほか、厚生労働省への資格認定者

情報の報告及び都道府県間の相互利用・提供のために使用します。 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 受講者カード 

受講者番号： 

氏  名： 

顔写真 

貼付欄 

（縦 3cm×横 2.4cm） 

申 込 者
氏  名

生年月日 昭・平   年   月   日生

連絡がつく
電話番号 令和３年度 島根県放課後児童支援員認定資格研修 

自宅住所
〒    －

基準
第 10条
第３項第
１～10号
で該当す
るもの

１つに✔

（  ）１号 保育士の資格を有する者（資格証）（注 1）

（  ）２号 社会福祉士の資格を有する者（資格証）（注 2）

（  ）３号 高卒以上かつ 2 年以上児童福祉事業に従事した者（注 3）

（卒業証明書・実務経験証明書）
（  ）４号 教育職員免許法第 4 条に規定する免許状を有する者（注 4）

（  ）５号 大学において指定の課程を修了し卒業した者（卒業証明書）
（  ）６号 大学で指定の課程を修了し大学院に進学した者（成績証明書）
（  ）７号 大学院において指定の課程を修了した者（卒業証明書）
（  ）８号 外国の大学で指定の課程を修了した者（卒業証明書）
（  ）９号 高卒かつ 2 年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従

事した者（卒業証明書・実務経験証明書）
（  ）10 号 ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者

(注 1)  保育士「２－④ 」「２－⑤ 」「２－⑥ 」「２－⑦ 」計４科目免除対象
(注 2) 社会福祉士「２－⑥」「２－⑦」計２科目免除対象
(注 3) 現職の方は 9 号ではなく、基本的に３号となります。
(注 4) 教員「２－④」「２－⑤」計２科目免除対象

前年度一部科目修了の方は✔ （  ）前年度一部科目修了者

勤 務 先
クラブ名

勤 務 先
住  所

〒    －

勤 務 先
電話番号

（   ）   －    
勤 務 先
FAX 番号

（   ）   －    

受講会場

１箇所に✔

前半会場 前半平日会場 後半会場

□雲南 □隠岐 □松江 □出雲 □松江 □出雲 □大田 □浜田 □益田

※受講会場は１箇所を選択して頂きますが、同一科目を他会場で振替受講することは可能で

す。希望する場合は（様式３）を提出してください。受講開始後も随時受け付けています。



（様式２－１）

実務経験証明書

下記の者は、下記のとおり児童福祉事業（又は放課後児童健全育成事業に

類似する事業）に従事したことを証明する。

記

① 氏名  

② 生年月日 昭和 ・ 平成    年   月   日生 

③ 住所  

④ 従事経験のある児童福祉事業名 

（又は従事経験のある放課後児童健

全育成事業に類似する事業名） 

⑤ ④の従事期間 

（総勤務時間概算） 

   年  月  日  ～    年  月  日 

（約       時間） 

    年  月  日 

所 在 地

名 称                      

事 業 主 名                ㊞      

【※第９号の場合（市町村長の証明）】

島根県放課後児童支援員認定資格研修の受講に際し、上記の者は放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 63 号）第 10 条第３項第９号に

該当していることを証明する。 

  年  月  日 

                                 ㊞



（様式２－２）

実務経験証明書

下記の者は、下記のとおり放課後児童健全育成事業に従事したことを証明

する。

記

① 氏名  

② 生年月日 昭和 ・ 平成    年   月   日生 

③ 住所  

④ 従事経験のある放課後児童健全 

育成事業名 

⑤ ④の従事期間（従事年数） 
   年  月  日  ～    年  月  日 

（約       年） 

    年  月  日 

所 在 地

名 称                      

事 業 主 名                ㊞      

【市町村長の証明】

島根県放課後児童支援員認定資格研修の受講に際し、上記の者は放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 63 号）第 10 条第３項第 10 号

に該当していることを証明する。 

  年  月  日 

                                 ㊞



（様式３）

振替希望届出書 

※受講者番号は初日に受付にて通知いたしますので、それより前に提出される場合は未記入で構いま

せん。 

送り先：日本放課後児童指導員協会  

FAX（086）206－4222  E-mail info@ja-acc.jp  

※受付済のリファックスをしますので、必ず FAX 番号をご記入ください。 

受講会場

受講者番号

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

申 込 者
氏  名

自  宅
住  所

〒    －

連絡のつく
電話番号

（   ）   －    ※FAX 番号 （   ）   －    

振替希望会場

振替希望日 ⇒



年  月  日

島根県放課後児童支援員認定者名簿登録情報変更届

島根県知事 様

申 請 者 住所               

氏名              ㊞

電話               

（日中に連絡が取れる電話番号）

                       修了番号   第     号   

（修了証の右上に記載されている番号を記載）

島根県放課後児童支援員認定者名簿の登録情報に変更がありましたので、下記のとおり

届け出ます。なお、個人情報の取扱いについて同意します。

記

項目 内容

氏 名
（変更後）

（変更前）

住 所
（変更後）

（変更前）

連絡先
（変更後）

（変更前）

その他

（    ）

（変更後）

（変更前）

【添付書類等】※住所が変更になった場合は（１）の添付書類が、氏名が変更となった場合は（１）～（３）の添付書類が全て必要になります。

(1) 
（氏名、住所が変更になった場合）

変更内容が確認できる公的書類の写し

住民票の写し、更新後の運転免許証のコピ

ーなど

(2)
（氏名が変更になった場合）

放課後児童支援員認定資格研修修了証

（Ａ４サイズ、携帯用）

(3)
（氏名が変更になった場合）

返信用封筒（角形２号）

送付先を記載し、430 円分の切手を貼付

（簡易書留にて郵送します。不足分は受け

取り時にご負担ください）。

○個人情報の取扱いについて

本申請書に記載いただいた氏名、住所その他の個人情報及び資格認定に関する記録は、島根県における、

放課後児童支援員認定資格研修に関する業務とこれらに付随する業務を行うために使用するほか、厚生労働

省への資格認定者情報の報告及び地方公共団体間の相互の利用・提供のために使用します。



申 告 書

私は、下記のとおり放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年

厚生労働省令第 63 号）第 10 条第３項第３号又は第９号の規定する高等学校卒業者等であ

ることを申告します。 

 なお、この申告内容に虚偽があった場合、認定資格研修の受講を不決定とされたり、放

課後児童支援員認定資格の取り消しを受けても何ら異議申し立て等を行わないことを誓約

します。 

  年  月  日 

  （申告者署名・捺印）                

                 ㊞    

記 

① 卒業した学校 

（学校名）※正確に記載してください。 

     年   月 入学 

     年   月 卒業 

② 卒業を証明でき

る書面を提出で

きない理由 

※受講決定を行うにあたり、県より別途追加書類の提出を求めたり、調査を行うことがあります。


